
令和４年度における大泉町人事行政の運営等の状況について

１ 職員の任免及び職員数について

（１）職員の任免の状況

備考１ 職員数は、一般職に属する常勤職員数です。

備考２ 採用者数は、令和４年度中、令和５年４月１日に採用した職員数です。

備考３ 退職者数は、令和４年度中に退職した職員数です。

（２）採用試験の状況

備考１ 第１回採用試験

第１次試験日 令和４年６月６日（月）～６月２４日（金）

募集期間 令和４年５月１０日～５月２４日

備考２ 第２回採用試験

第１次試験日 令和４年１０月８日（土）

募集期間 令和４年９月１０日～９月２２日

（３）退職の状況

備考 退職者数は、令和４年４月１日に在職し、令和４年度中に退職した人数です。

（４）職員定数（令和４年４月１日現在）

令和４年４月１日現在 退職者数 採用者数 令和５年４月１日現在

２５６人 １０人 １１人 ２５７人

試 験 区 分
応募者数 受験者数

(A)

最終合格者数

(B)

採用者数 倍率

(A) / (B)

一般事務

大 卒 程 度

（障害者含む）
９７人 ８８人 １２人 ６人 ７.３

短大卒・高卒程度

（障害者含む）
３０人 ２５人 １人 １人 ２５.０

建 築 技 術 １人 １人 ０人 ０人 ０.０

保 健 師 ５人 ５人 １人 １人 ５.０

栄 養 士 ８人 ７人 １人 １人 ７.０

退職区分 定年 勧奨 自己都合 その他 計

退職者数 ２人 １人 ６人 １人 １０人

区分
町 長

部 局

議 会

事務局

選挙管理

委 員 会

監 査

委 員

教 育

委員会

農 業

委員会
計

職員

定数
２１２人 ５人 １人 ２人 ７９人 ３人 ３０２人



（５）年齢別職員数構成の状況（令和５年４月１日現在）

（６）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

備考１ 職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する休職者、派遣職員、

再任用常勤職員等を含み、再任用短時間職員、臨時または非常勤職員を除いています。
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区 分 職 員 数 対前年

増減数
主な増減理由

部 門 令和5年 令和4年

一般行政

部門

議 会 4 4

総 務企画 75 74 1 事務充実等のための人員増

税 務 24 23 1 事務充実のための人員増

民 生 56 57 -1 退職者不補充による人員減

衛 生 18 19 -1 業務量見直しによる人員減

労 働 2 2

農 林水産 6 6

商 工 6 6

土 木 22 20 2 事務充実等のための人員増

小 計 213 211

特別行政

部門

教 育 23 25 -2 図書館の指定管理による人員減

消 防 － －

小 計 23 25 -2

公営企業等

会計部門

水 道 － －

下 水 道 6 5 1 事務充実のための人員増

そ の 他 15 15

小 計 21 20 1

合 計 257 256 1

区分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

職員数 0人 11人 19人 29人 40人 34人 25人 24人 29人 29人 17人 0人 257 人



（７）定員管理の適正化について

本町は、令和５年度を初年度とし、令和９年度までの５年間を計画期間とする大泉町定員適

正化計画を策定しました。厳しい財政状況下において、持続可能な行政経営を行っていくため、

業務のデジタル化を含めた実施手法の見直しを積極的に進めるなど内部事務の効率化を図りな

がら、適正な定員管理に取り組みます。

令和４年度までの職員数の推移（各年度４月１日現在）

２ 職員の人事評価の状況

平成１９年度から能力・意欲態度評価を実施し、結果を勤勉手当の成績率に反映しています。

また平成２７年度に目標管理型の業績評価を試行し、平成２８年度より本格導入しました。

３ 給与の状況について

（１）職員給与の状況 （単位：千円）

備考１ 一般会計に属する職員（特別職、再任用職員を除く）

備考２ 令和４年度一般会計決算見込額です。

（２）一般行政職の平均給料月額及び平均年齢の状況（令和４年４月１日現在）

備考１ 「平均給料月額」

令和４年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。

備考２ 「平均給与月額」

給料月額と扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計

したものです。このうち上段は、これら全ての諸手当を含み、地方公務員給与実態調

査において明らかにされているものであり、下段は、国家公務員と同じベースで再計

算したものです。

年 度 27年度 28 年度 29年度 30年度 31年度 ２年度 ３年度 ４年度

職員数 269人 258 人 256人 258人 253人 255人 258人 256人

対前年比 － -11 人 -2人 2人 -5人 2人 3人 -2人

区 分
職員数

（A）

給 与 費 １人当たり

給与費

（B/A）給料 職員手当
期末・勤勉

手当

計

（B）

令和４年 243人 863,218 143,377 329,914 1,336,509 5,500

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

大泉町 ４１.２歳 ３１４，７００円
３６９，８４９円

３５０，５５６円

国 ４２.７歳 ３２３，７１１円
―

４０５，０４９円

類似団体 ４０.７歳 ３０３，１５９円
３６０，９１８円

３３０，７２６円



（３）職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）

（４）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）

（５）一般行政職の等級別基準職務表及び級別職員数の状況（令和４年４月１日現在）

備考１ 大泉町職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

（６）職員の手当の状況

① 期末手当・勤勉手当

備考 平均支給額は、令和４年度一般会計決算見込額です。

区 分
大泉町 国

初任給 初任給

一般行政職
大 学 卒 １８２，２００円 １８２，２００円

高 校 卒 １５０，６００円 １５０，６００円

技能労務職 高 校 卒 １５０，６００円

区 分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数３０年

一般行政職
大学卒 ２７０，２００円 ３２０，４３３円 ３８８，８５０円

高校卒 － － －

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１ 級
１ 主事、技師、保育士、保健師、栄養士及び看護師の職務

２ 運転手、工手、調理手及び公仕の職務
１８人 ９.３％

２ 級
１ 主任の職務

２ 運転技手補、工手技手補、調理技手補及び公仕技手補の職務
２３人 １１.９％

３ 級
１ 主査の職務

２ 運転技手、工手技手、調理技手及び公仕技手の職務
６６人 ３４.２％

４ 級
１ 主幹の職務

２ 技手長の職務
４８人 ２４.９％

５ 級
１ 参事の職務

２ 副参事の職務
２９人 １５.０％

６ 級 副参与の職務 ２人 １.１％
７ 級 参与の職務 ７人 ３.６％

大 泉 町 国

１人当たりの平均支給額

１，３５８千円

－

支給割合

期末手当 勤勉手当

２．４月分 ２．０月分

令和４年度支給割合

期末手当 勤勉手当

２．４月分 ２．０月分

加算措置の状況

職務上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 ５～１５％

加算措置の状況

職務上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 ５～２０％

・管理職加算 １０～２５％



② 退職手当

備考 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した一般会計職員に支給された

平均額です。

③ 調整手当

支給対象はありません。

④ 特殊勤務手当

⑤ 時間外勤務手当

⑥ その他の手当

大 泉 町 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 19.6695月分 24.586875月分

勤続２５年 28.0395月分 33.27075月分

勤続３５年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 13,652 千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 19.6695月分 24.586875月分

勤続２５年 28.0395月分 33.27075月分

勤続３５年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（２～４５％加算）

手当の種類

感染症防疫作業手当

日額500円（４時間半未満は半額）

（特例）

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため

緊急に行われた措置に係る作業

日額3,000 円（作業内容によって日額4,000 円）

行旅病人及び行旅死亡人

取扱作業手当

行旅病人の保護等 １回1,000円

行旅死亡人収容事務 １回3,000円

犬猫等死がい処理作業手当 １回につき300円

支給実績（令和４年度決算見込額） ４２，７８１千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算見込額） ２７８千円

支給実績（令和３年度決算額） ３９，０９２千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算額） ２６８千円

手 当 名 内 容 国との異同

扶養手当

・配偶者及び配偶者以外の扶養親族 6,500 円

・子 10,000円

・扶養親族のうち満16歳の年度の初めから満22歳になる年

度末の子１人につき 5,000 円加算

同

住居手当 ・借家の場合 限度額 28,000 円 同



⑦ 特別職の報酬等の状況

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

職員の勤務時間、休暇等に関する事項は、大泉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例に定め

られています。本町では、勤務条件等の特殊性により一般職員の勤務時間等により難いものの勤

務条件等を別に定め、多様化する町民ニーズに対応すべく窓口延長業務なども行っています。

その他勤務条件については、次のとおりです。

（１）勤務時間等

① 勤務時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までで、休憩時間を除き週３８時間４５分

② 休憩時間は、午後０時から午後１時まで

③ 勤務時間を割り振らない日は、日曜日及び土曜日

④ 休日は、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日まで

（２）休暇等

① 年次有給休暇は、１年を通じ２０日（新規採用職員は、勤務期間に応じ付与）で、前年度の

有給休暇の残日数を２０日以内で繰り越すことができます。令和４年の年次有給休暇の取得状

況については、平均９．０日（一般職員のうち派遣職員等除く。）でした。

② 特別休暇は、２３種類を設定してあり、その中で産前産後の休暇は取得可能な職員は１００％

取得しています。次に取得率の高いのは夏期特別休暇、次に新型コロナウイルス感染症に係る

通勤手当

・電車、バス等を利用する場合

運賃等55,000 円まで支給

・乗用車等を使用する場合

使用距離等に応じて2,000 円から31,600 円を支給

同

管理職手当

・７級（部長等） 81,300 円

・６級（副部長等） 64,900 円

・５級（課長等） 60,300 円

・５級（課長補佐等） 52,300 円

・４級（係長等） 46,000 円

異

休日勤務手当 １時間当たりの支給額×100分の135×時間数 同

宿日直手当 勤務一回につき 4,400 円 同

区 分 給料月額等

給 料 町 長

副町長

８１０，０００円

６７０，０００円

報 酬 議 長

副議長

議 員

４１３，０００円

３４３，０００円

３０３，０００円

期末手当 町長・副町長 （令和４年度支給割合） ４.４月
議長・副議長・議員 （令和４年度支給割合） ４.４月

退職手当

町 長

副町長

（算定方式）

給料月額×在職年数×５.２
給料月額×在職年数×３.０



休暇であり、その他の休暇についての取得率は、低い状態です。

③ 病気休暇は、生理日の就業が著しく困難な場合、公務上の負傷又は疾病、公務以外の私傷病

の場合で取得可能であり、令和４年度中の承認件数等は下記のとおりです。

５ 職員の休業の状況

（１）育児休業の取得の状況

６ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況

分限処分とは、職員の身分保障を前提としつつ、公務能率を維持することを目的として一定の

事由がある場合に限り、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分をいうものであ

り、懲戒処分は職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律

と秩序を維持することを目的とする罰則的処分です。

（１）職員の分限処分について

令和４年度における分限処分の状況は下表のとおりです。

（２）職員の懲戒処分について

任命権者は、法令、条例、規程等に基づく命令に違反した場合、職務上の義務に違反し、又

は職務を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合のいずれかに該当

する場合に戒告、減給、停職又は免職にすることができます。

令和４年度における懲戒処分の状況は下表のとおりです。

事 由 件 数

生理日の就業が著しく困難な場合 １１件

公務上の負傷又は疾病 １件

公務以外の負傷又は疾病 １０１件

男性 女性 計

新たに取得した者
人数 ２人 ３人 ５人

延べ日数 １５３日 ６５１日 ８０４日

前年度から

引き続いている者

人数 ０人 ６人 ６人

延べ日数 ０日 １，４３１日 １，４３１日

計
人数 ２人 ３人 ５人

延べ日数 １５３日 ２，０８２日 ２，２３５日

区分 降任 免職 休職 降給

勤務成績が良くない場合 ０人 ０人 ０人 ０人

心身の故障の場合 ０人 ０人 １２人 ０人

職に必要な適格性を欠く場合 ０人 ０人 ０人 ０人

職制等の改廃等により過員を生

じた場合
０人 ０人 ０人 ０人

刑事事件に関し起訴された場合 ０人 ０人 ０人 ０人



７ 職員の服務の状況

職員の服務の根本基準は「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且

つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と地方公務員法に

規定されています。この根本基準を具体的に実現するため、法令及び上司の職務上の命令に従う

義務、職務上知り得た秘密を守る義務、争議行動及び信用失墜行為の禁止、政治的行為及び営利

企業への就職の制限等の服務上の制約を課しています。

８ 職員の退職管理の状況

平成２８年４月１日施行の地方公務員法の一部改正により、退職管理の適正を確保するための

措置を講ずることとされたことにともない、職員の退職管理に関する条例、規則等を制定しまし

た。元職員による現職職員への働きかけが禁止されるとともに、元職員が平成２８年４月１日以

降に営利企業等に再就職した場合は、再就職情報の届出が必要となります。現職員についても、

再就職者から働きかけを受けた場合はその旨を公平委員会へ届け出る必要があります。

令和４年度中に、元職員より届出があった再就職情報は、次のとおりです。

９ 職員の研修の状況

（１）職員の研修について

① 町独自研修

時代の変化に対応し、より主体的・効率的に行政運営を行うための知識の習得及び能力の向

上を目的に実施した。

ア 集合研修

区分 戒告 減給 停職 免職

法令に違反した場合 ０人 ０人 ０人 ０人

職務上の義務に違反し又は職務

を怠った場合
０人 ０人 ０人 ０人

全体の奉仕者たるにふさわしく

ない非行のあった場合
０人 ０人 ０人 ０人

離職時の職 離職年月日 再就職年月日 再就職先
再就職先に

おける地位

該当なし

研修名 目的 対象者 受講者

新規採用職員研修
町職員としての心構えを自覚し、基礎
知識の習得を図る

令和３年
１０月１日付
令和４年
１月１日付
４月１日付
新規採用職員

１４人

令和４年
１０月１日付
新規採用職員

５人



新規採用職員フォロー

アップ研修

入職して１～２年経ての振り返りを行

い、職員同士で共有し合うとともに職

員として求められることを認識するこ

とで今後の行政運営の礎とする

令和３年度
令和４年度
新規採用職員

１７人

人事評価新評価者研修

人事評価における評価者としての考え

方を身に付け、人事評価制度への理解

を深める

新任の係長級の

職員等
１０人

文書管理研修
文書管理の重要性を認識し、適正な文
書管理の実現を図る

係長級 ２４人

不当要求防止責任者研
修

不当な要求を受けた際の具体的な対応
策を習得する

課長級 ２９人

職場環境改善に向けた
職員研修（ラインケア研
修）

ラインケアとしての管理監督者の責任
と役割やストレス対策に活かす職場環
境改善について学ぶ

係長級以上の職

員
６２人

人権研修（「犯罪被害者

等を取り巻く環境と

個々の傷」、「警察が行う

被害者支援について」）

「あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁

護条例」の理念に基づき、多様な人権

問題についての正しい理解と認識を得

ることで、人権が尊重されたまちづく

りを推進する

全職員 ４９人

セルフケア研修
心身の健康増進とともに「働きやすさ」

「働きがい」を増進させる
全職員 ９８人

協働のまちづくり研

修（協働の基本的な

考え方と事例紹介）

本町の協働のまちづくり推進施策につ

いて理解を深める
全職員 ４５人

管理職研修（インバスケ

ット研修）

限られた時間の中での優先順位設定力

の向上や問題解決力の向上を目指す

課長級以上の職

員
２２人

ごみ減量化に関する研

修

省エネ活動及びごみ減量化の担い手で

ある行政職員の意識の向上を図る
全職員 ６５人

法制執務研修
法令解釈の基礎知識及び政策法務につ

いて学ぶ

係長級職員のう

ち希望者
３人

個人情報保護法に関す

る新制度周知研修

改正個人情報保護法の内容を周知し統

一的な運用を図る
全職員 １１８人

合 計 ５６１人



イ eラーニング研修等

ウ オンライン研修

エ 動画配信

研修名 目的 対象者 受講者

管理職・初級職員研修

業務を遂行する上での課題を認識し、
課題解決に向けての必要なスキルや考
え方を身につけ、自身の行動変容へつ
なげる

課長補佐級・係長
級・主任・主事級

１１９人

特定個人情報保護研修
マイナンバー制度に関する理解を深め

ることを目的とする

特定個人情報保
護評価を実施す
る課の職員等

１２４人

情報セキュリティ研修 セキュリティ意識の向上を図る
全職員
（うち会計年度
任用職員）

２９８人
(５６人)

合 計 ５４１人

研修名 目的 対象者 受講者

新規採用職員研修（接

客・電話応対）
町職員としての心構えを自覚し、基礎
知識の習得を図る

令和３年
１０月１日付
令和４年
１月１日付
４月１日付
新規採用職員

１１人

障害者雇用研修会
精神や発達障害の方の障害特性と雇用
するポイントを整理して障害者雇用に
活かす

係長級の職員の
うち希望者

５人

安全衛生研修会（レジリ
エンス）

地方公務員の公務上の災害における精
神疾患事案の増加を踏まえ、職場にお
けるメンタルヘルス対策を推進する

希望者 ２人

合 計 １８人

研修名 目的 対象者 受講者

男女共同参画研修（「男

性育児が家族の未来を

変える」、「男性の育児休

業取得について」）

「誰もが、互いにその人権を尊重しあ

いながら、性別にかかわらず、個性と

能力を発揮できること」を理念とする

男女共同参画社会の形成をめざし、職

員の男女共同参画の意識の向上を図る

全職員 ７３人



② 群馬県自治研修センター研修

職員として必要な知識の習得や能力の養成を目的に、群馬県自治研修センターが実施して

いる研修を受講した。

③ 派遣研修

多様化、高度化する住民ニーズに対応するとともに、地方分権時代にふさわしい人材の育

成に主眼を置き、高度な専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図るため、実務研修職

員の派遣や研修の受講を行った。

研修名 受講者

階層別研修

（一般課程）

新任係長研修 ９人

新任課長研修 ５人

町村一般職員研修 ４人

県市町村職員合同研修

（特別課程）

法制執務 １人

複式簿記入門（動画配信） ２人

ＤＸ入門（オンライン研修） ２人

財務諸表の見方 ２人

論理的な話し方 １人

合 計 ２６人

研修機関 研修名 受講者

群馬県町村会 新規採用職員研修（オンライン研修） １４人

市町村アカデミー
住民税課税事務② １人

廃棄物の処理とリサイクルの推進 １人

全国市町村国際文化研修所 自治体外国人施策の実務 １人

その他

地域課題合同研修 ４人

外国人に対する住民税とその他の重点項目に関す

る課税実務（オンライン研修）
１人

収納率向上のための地方税法第１５条を基本に据

えたスキルアップ講座（オンライン研修）
１人

固定資産税事務研修会（オンライン研修） １人

土地評価実務研修会（オンライン研修） １人

木造家屋評価実務研修会（オンライン研修） １人

非木造家屋評価実務研修会（オンライン研修） １人

償却資産実務研修会（オンライン研修） １人

合 計 ２８人



１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の健康診断等の実施状況について

（２）その他福利厚生の状況について（職員組合への町負担金の状況）

※町が組合に依頼し実施する職員研修事業などの福利厚生事業の一部を負担するもの。

１１ 利益保護の状況

（１）勤務条件に関する措置要求 ０件

（２）不利益処分に関する措置の要求 ０件

（３）職員からの苦情相談 ２件

事 業 名 等 参加者数

婦人科検診 ０人

雇入時健康診断 １２人

秋季健康診断

胸部Ｘ線検査

１７７人

１５６人

胃がん大腸がん検診 １人

ストレスチェック ３８９人

人間ドック １８５人

項 目 金額等

①職員組合に対する負担金額 １７５千円

②職員による掛金等の金額 ８，０７６千円

③公費負担率 ①／（①＋②） ２．１％

④職員 1人あたりの負担金額 ①／職員数（262人） ６６８円


